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町の人口（3月 1日現在）

人　口 8,438人 減 0人
　　男 0,000人 減 0人
　　女 0,000人 増減なし
世帯数 0,000世帯 増 0 世帯

２月中 転入ほか ……43人（うち出生 2人）

の異動 転出ほか ……54人（うち死亡 15人）

 世帯数 男  女  人口計
 三　根 2,096 1,951 1,846 3,797
大賀郷 1,581 1,409 1,440 2,849
樫　立 309 287 281 568
中之郷 406 395 400 795
末　吉 234 201 228 429

▲▲▲▲

▲▲▲▲

▲▲▲▲

各地域の人口・世帯数

目 次

▲▲▲ ▲
▲▲▲ ▲

4月

02-03 平成 21年度施政方針　　  　12-13 母子保健 /長寿医療制度　ほか

04-05 平成 21年度施政方針   14-15 定額給付金 /子育て応援特別手当　ほか

06-07 平成 21年度予算 /国民年金　ほか   16-17 児童福祉制度 /臨時職員登録　ほか

08-09 国保だより /税のお知らせ　ほか　　　 　　　　 18-19 障害者巡回相談 /税の口座振替　ほか

10-11　　  環境だより /教育委員会だより　ほか　　　　　  20-21　　  参加しませんか /おじゃれ 11万人　ほか

▲▲ ▲▲▲▲ ▲次 02-03 平成 21年度施政方針　　  　12-13

▲▲ ▲▲

平成 21年度施政方針　　  母子保健 /長寿医療制度 ほか

さあ、もうひとふんばり！！
第 32回　八丈島駅伝大会　2月 22日

人　口 8,438人 減 11人
　　男 4,243人 減 7人
　　女 4,195人 減 4人
世帯数 4,626世帯 減 5 世帯
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● INFORMATION　平成 21年度施政方針

このたび、皆様のご支援をいただき、引き続き町政の重責を担うことになりました。皆様から寄せられた
信頼と期待にお応えするため、「住民が主役のまちづくり」を目指し、新たな決意と情熱をもって、八丈町の
発展のために全力を傾注する所存でございますので、よろしくお願いいたします。
これまでの８年間、町が抱えている大きな課題、様々な問題の解決のため、議員の皆様と共に、東京都や国、
関係各方面に折衝をしてまいりました。その成果は着実に上がっていると確信しております。これもひとえに、
皆様のご支援、ご協力の賜であり、この場をお借りしまして、改めて厚くお礼を申し上げます。
ご承知のとおり、世界的な経済不況のなか、わが国でも景気回復に向けての足取りは重く、八丈町におい
ても平成 21 年度予算は、一段と厳しい財政状況ではありますが、町民が将来に向けて夢の持てる町づくりの
ために、積極的に取り組んでまいります。

東京都が事業主体である八丈町関連の事業について申し上げます。港湾・漁港の整備および都道の拡幅・
歩道設置については、毎年着実に施工されており、21 年度は、町役場の裏手から八重根方面へ向かう町道の
都道への編入が行われます。
大賀郷園地の整備や水産基盤整備事業としての大型浮き漁礁設置事業など、課題も多くありますが、都道
整備も含め、これらの事業の早期実現および早期完成に向け、東京都へ積極的に働きかけてまいります。

●財政　日本経済が危機に直面するなかにあって、国においては「生活者の暮らしの安心」、「金融・経済の
安定強化」および「地方の底力の発揮」に施策を集中する一方、従来から引き続き行われている施策の思い切っ
た見直しを行うとしています。
東京都においては、都税収入が大幅に減少するなど厳しい財政環境のなか、八丈町においても来島者の減
少など、島内経済に大きな影響を与えております。
また、八丈町の財政規模は 22 年度、23 年度に大規模事業であります生活環境保全のための汚泥再生処理
センターの整備や防災拠点としての庁舎の建設が重なりピークをむかえます。
将来の町の財政を考えた場合、なお一層の行財政の改革や補助事業の見直し、公営企業の経営改善など自
助努力をし、財源を確保していかなければなりません。
本年度一般会計の予算は基金を取り崩すなど、厳しい財政状況ではありますが、国や都の施策に沿った雇
用創出事業および投資的事業費の増による景気浮揚を図るほか、産業の振興、教育・文化・スポーツの振興、
福祉・医療・高齢化対策など、住民の要望に応えてまいります。
町税については、納期内納付、口座振替を促進し、滞納の未然防止を図るとともに納税者の積極的な協力
のもと、収納率の向上に努めてまいります。

●防災への対応　防災対策については、大規模な災害が発生したとき、行政が行う「公助」の対応には限界
があり、自らの身の安全は、自らが守る ｢自助」の心構えと、自主防災組織等による助け合いの「共助」が
大切なものとなります。
21 年度の防災訓練は、中之郷地域で、関係機関と一体になって防災訓練を行いますので、皆さまの参加を
お願いします。
防災行政無線設備については、全国瞬時警報システムと防災無線が連動した災害情報の発信により、防災
体制に万全を期すようにいたします。
また、21 年度から３か年で、東京都市長会・東京都町村会の「家具転倒防止器具助成事業」を活用して、

平成21年度施政方針 八丈町長　浅沼道徳
平成21年３月６日 (金 ) 第一回八丈町議会定例会

はじめに

東京都施行事業

予算編成

安心、安全のまちづくり
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申請のあった高齢者世帯等に家具転倒防止器具を支給いたします。
●消防　火災については、２名の消防士を採用し、八丈町消防本部の全員が消防士の体制をとり、消防組織
の強化に努めます。また、消防団員等の教育訓練を実施して防災意識の高揚・強化に努めます。
救急業務は、ＡＥＤ講習会・救急講習会を実施し、救急救命士の高度な救命処置の推進を図り、救命率の
向上に努めます。

●八丈町基本構想・基本計画　現在策定されている基本構想・基本計画については、それぞれ平成 22 年まで
の計画となっております。本年八丈町総合開発審議会に諮問し、平成 23 年以降の基本構想、基本計画を策定
してまいります。
策定にあたっては、将来に向けて、夢の持てる町づくりの基となるよう、審議会委員をはじめ、関係機関、
町民の皆様の知恵を拝借しながら取り組んでまいります。
●新庁舎および集会施設建設　長年の懸案でありました新庁舎および集会施設については、実施設計および
地質の調査等を行い、平成 24 年の供用開始に向けて取り組んでまいります。
●ＩＴ推進　ＩＴ推進については、引き続き「総合ポータルサイト」、「八丈町ホームページ」を最大限に活
用して島の情報を随時発信し、活性化に役立ててまいります。
また、ＩＴ講習会等を開催し、町民の皆様のＩＴに対する知識や技術の向上を図ってまいります。
携帯電話の不感地域については、他の町村と連携して関係機関に改善を要望してまいります。
●生活廃水処理　生活廃水処理は、生活環境の保全を図るうえで、重要な課題となっております。汚泥再生
処理センター建設に向けて、都市計画決定等、関係機関との調整を経て、性能一括発注方式により建設業者
を選定し、24 年の供用開始に向けて取り組んでまいります。
●窓口サービス　住民サービスの向上と行政事務の効率化を促進するために、戸籍の電算化事業に向けての
準備を実施いたします。
●環境衛生　地球環境に対する取り組みとして、廃食用油の燃料化事業を実施し、町営バス等の燃料として
有効活用します。その他にダンボール・新聞紙・古紙・古着の再資源化を民間事業者と共同で取り組み、循
環型社会の形成を図ります。
クリーンセンターや処分場の延命化のため、八丈町ゴミ処理問題協議会において廃棄物の発生抑制や、ゴ
ミ有料化・木材チップ化などの排出抑制を検討するとともに、廃棄物処理への理解を深めるための普及啓蒙
活動を進めます。
東京都島嶼町村一部事務組合では、一般廃棄物管理型最終処分場の２３年度供用開始を目指し、工事に着
工いたします。
●国民健康保険　国民健康保険については、19 年度に実施した税率改定の算定期間の３年目として、検証を
行う重要な年となります。
「相互扶助の精神」により成り立っている国保制度の健全な事業運営を目指し、八丈町国民健康保険運営協
議会とともに税率を含めた多角的な検討を行います。
一方、制度面では、介護分の保険税賦課限度額引き上げや出産育児一時金の増額等の改正、また、皆様が
安心して医療を受けられるよう、特定健康診査・特定保健指導、保険税の特別徴収等への円滑な実施にさら
なる努力をしてまいります。
●児童福祉　｢ファミリー・サポート・センター事業」を実施し、子ども家庭支援センターの充実を図ります。
また、坂上保育園での保育サービスの向上を図るため、統合に向けて新保育園の建設に着手いたします。

●長寿医療制度　長寿医療制度の保険料について、希望される方は、年金からの天引きだけではなく、口座
からの引き落としも可能となります。これからも医療制度の趣旨普及を進めてまいります。
●高齢福祉　本年１月１日現在の八丈町の高齢化率は 31.73％で昨年より 0.97％上昇しました。今後も高齢化

八丈町の主な事業
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社会へと進むことが予想されるなか、福祉施策の充実が求められています。
ホームヘルパー養成講習会については、引き続き講習会を行い、在宅介護の充実を図ってまいります。
●介護保険　介護保険は、21 年度から 23 年度までの第４期介護保険事業計画を策定いたしました。
第４期については、第３期と比較して大きな制度改正はありませんが、介護従事者への報酬改定や施設サー
ビスの利用者の増など、介護給付費が増加していることから、保険料の改定を行います。
●保健事業　妊婦健康診査事業については、健診費用の一部を 14 回まで町が負担し、健診を受診しやすい環
境を整えます。また、国では食育基本法や食育推進基本計画に沿って、食育の推進を図っています。地産地
消を取り込んだ、住民とともに協働して取り組むことができる食育推進計画を作成いたします。
●温泉　温泉については、老朽化している樫立向里温泉の代替井を掘削します。また、中之郷尾越温泉につ
いては、浚渫作業を実施して、施設の維持補修を行ってまいります。
●農業の振興　農業振興の主要施策として、強風対策や高品質化を目的としたストロングハウス、ロベネッ
トハウスの建設を進めてまいります。
切葉・切花やアシタバなど、農産物の共撰共販体制のさらなる販路拡大と高品質生産品の安定出荷による
一層の産地力の向上を図ってまいります。
また、ふれあい牧場の電力は、新たに風力発電を設置し、自動販売機等の電力を確保してまいります。

●林業関連事業　林業関連事業については、林道の維持管理や有用広葉樹の植栽および病害虫対策として、
松くい虫、トビモンオオエダシャクの防除を引き続き実施してまいります。
●その他の事業　ノヤギ捕獲事業については、八丈富士を中心に継続して捕獲を実施してまいります。
●観光の振興　観光振興については、不況の影響を受け、来島者が激減している現状です。その反面、物産
展について新規の出展依頼が増えてきておりますので、積極的に出展し、PRに努めてまいります。
また、八丈島観光振興実行委員会を中心に、観光諸対策を実施していきます。さらに、「光るキノコ」につ
いては、新規の展示場所が増えてきており、それぞれツアーを組んで来島するプランもありますので、積極
的に対応してまいります
●商工の振興　商工振興として、板橋大山商店街、上板橋商店街、世田谷祖師谷「生活の森」のアンテナショッ
プを活用するとともに、その他の商店街の物産展に参加し、八丈島の PRに努めてまいります。
また、黄八丈については、本場黄八丈会館での活動を核に、後継者育成や販路拡大など地場産業の振興と
合わせて、観光にも寄与するよう、取り組んでまいります。
●水産業の振興　水産業振興については、「つくり育てる漁業」として、シマアジの中間育成放流事業、フク
トコブシの種苗放流事業を引き続き実施します。
漁業再生支援事業では、地元遊漁船を使用してのトローリング大会の支援、未利用魚・低価格魚の付加価
値化を推進するため、加工施設の整備を継続して行います。
また、島周辺海域の浮漁礁を利用することで、効率的な漁業操業を図るとともに、漁場におけるサメ被害
防除対策に取り組んでまいります。
●土木事業　土木事業については、樫立中之郷線・中道伊郷名線の道路改良事業を国庫補助事業として、継
続して施工します。
市町村土木事業として、長の入鍋出し線・切差出廻２号線を継続して施工するほか、３路線を道路改良事
業として施工します。
また、新規事業としては、登立ヶ原線ほか２路線を道路改良事業として施工します。
土地改良事業による基盤整備促進事業としては、新規に椿山農道の調査設計をいたします。
その他、町道各路線の維持補修に努め、地域住民の利便性、安全性、産業振興および排水処理を考慮しながら、
道路整備事業に取り組みます。
●町営住宅　町営住宅については、引き続き三根新道地区に高齢者にも配慮したバリアフリー構造の鉄筋コ
ンクリート造 2階建て 12 戸を建設いたします。
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また、坂上地域については、少子化対策として若年層を対象とした木造一戸建て住宅４戸の建設を予定し
ております。なお、既設住宅においては、住生活に支障をきたさぬよう維持管理に努めてまいります。
●学校教育の充実　学校教育では、21 年度から新学習指導要領に向けた移行措置期間となります。特に、小
学校高学年の英語活動に積極的に取り組むため、外国語指導助手を巡回方式で各小学校へ配置いたします。
また、音楽に対する関心や理解を深め、児童・生徒が豊かな情操を養うことができるよう、音楽活動の発
展および充実を図ってまいります。
●学校給食　食生活のしっかりしている子どもの学力、体力双方が平均して高いという調査結果が報告され
ております。子どもたちが食について理解を深め実践できるよう、学校、家庭や地域と連携し、食に関する指
導の充実に努めてまいります。また、食の安全に関心が高まっているなか、学校給食においては、生産者の
顔が見える島内の食材をできるだけ多く使用し、安全性を確保するとともに地産地消を推進してまいります。
給食センターについては、調理業務と配送業務部門の民間委託を開始いたします。受託者と連携・協力し、
衛生管理を徹底して、安全でおいしい手作り給食を提供してまいります。

●生涯学習と文化・スポーツの振興　全ての町民が学習や芸術・文化に親しみ、参加できる機会の充実を図
るため、各種団体の活動を支援するほか、情報提供を行ってまいります。
学習活動やコミュニティ活動の場となるコミュニティセンター、公民館、図書館等の社会教育施設は、町
民が利用しやすい環境づくりを進めてまいります。
八丈島の貴重な財産である有形・無形文化財については、公開・活用を通して親しむ機会を提供するほか、
その保護・保存に努めてまいります。
放課後や長期休業中における子どもたちの安全で健やかな居場所づくり事業として、９月から学童保育と
放課後子ども教室を連携させた、放課後子どもプランを坂下地域の小学校で開設いたします。
町民の健康・体力づくりや島内のスポーツの振興を図るため、体育施設等を積極的に開放してまいります。
また、南原スポーツ公園を活用した、交流サッカー大会のほか、島外小学生との交流大会を支援し、スポー
ツを通した地域活性化にも取り組んでまいります。
平成 25 年に開催される東京国体に向けては、野球場整備のための敷地造成を施工いたします。

●水道事業　水道事業は、島内に点在している水道施設を１ヶ所で集中管理をする中央監視施設が稼動する
ことにより、「安全で良質な水の供給」「安定供給の確保」に向けて、運営をしてまいります。
収益については、給水人口の減や生活様式の変化などにより、減少している状況であり、20 年度は、相当
の欠損金が予想されますので、経営改善を図るとともに料金の改定を検討し、基盤を強化してまいります。
工事については、老朽管の敷設替工事を行います。また、配水施設においては、漏水調査を実施するとともに、
生活道路である都道・町道の改修に伴い配水管新設および改修工事を１７件予定しております。
●一般旅客自動車運送事業（バス事業）バス事業は、事業経営改善計画に基づき、事業の継続を図るために、
事業の縮小を含めた改善計画を進めているところです。
21 年度は、利用率の低い路線系統線の廃止を含め、団体観光客の減少と個人客の定期観光離れなど、年々
深刻さを増している現状を踏まえ、定期観光の見直しを図るとともに、住民の身近な交通手段「生活の足」
として、また、高齢者への対応や最低限の交通利便を維持することを考慮して、バス事業を総合的に検討し
てまいります。
また、運行の安定化と車両の維持費削減のために、バス車両の入れ替えを２台行うとともに、未利用資源
の活用や環境問題に配慮し、廃食用油によるバイオディーゼル燃料の運行も計画しております。
●病院事業　町立八丈病院は、離島における公立病院として、今後も必要な医療を安定かつ継続的に提供し
ていかなければなりません。一方、病院を取り巻く環境の変化は、医療制度改革など著しいものがあります。
総務省は、経営の改革に取り組むように求めており、「町立八丈病院経営改革プラン」に基づき、経営改善等
の取り組みについて実施してまいります。

公営企業
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● INFORMATION　平成 21年度施政方針／一般会計予算／町長上京日記

全国の医療現場において、医師不足が叫ばれているなか、本病院は、東京都、日本医科大学付属病院、聖
マリアンナ医科大学病院、杏林大学医学部付属病院等の協力をいただき、内科、外科、小児科、産婦人科の
診療を実施し、町民の健康福祉の向上に寄与してまいります。
臨時専門診療は、予約診療の拡充により、充実を図ります。
病院の収益面として、特別養護老人ホームなどの嘱託医を受託し、施設入所者および施設職員の福祉の向
上と健康の増進を図ります。
施設工事は、救急処置室・薬局の冷暖房機器の代替、オイルタンクの修繕工事を実施いたします。医療機
器については、超音波診断装置・人工呼吸器などの機器を代替し、医療環境の充実に努めます。

12日～ 13日
○ ANA826便にて上京
○東京都表敬訪問
○ ANA829便にて帰島

15日～ 19日
○ ANA822便にて上京
○東京都島嶼町村会定期総会
○東京都島嶼町村会・同議長会第 1回合同会議
○東京都町村会優良町村及び自治功労者表彰式
○東京都町村特別職自治研修会
○東京都町村会役員会
○東京都町村会定期総会
○第 34回東京海区漁業調整委員会
○ ANA823便にて帰島

23日～ 27日
○ ANA822便にて上京
○東京都島嶼町村一部事務組合組織団体長会議
○東京都島嶼町村一部事務組合定例会
○町村長・議会議長と東海汽船 (株 )等幹部との意見交換会
○広域連携と島嶼会館のあり方に関する検討会
○全国離島振興協議会　第 5回正副会長会議
○全国離島振興協議会　第４回理事会
○ (財 )日本離島センター第３回理事会
○ (財 )東京都島しょ振興公社運営検討委員会
○ (財 )東京都島しょ振興公社第３回理事会
○第３回伊豆諸島・小笠原諸島特定地域経済活性化対策協議会
○東京都土地改良事業団体連合会理事会
○東京都土地改良事業団体連合会第５２回通常総会
○ ANA829便にて帰島

町長上京日記町長上京日記町長上京日記町長上京日記 2月
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　● INFORMATION　国民年金

国民年金 住民課国保年金係　　　　内線２３６
港社会保険事務所　　　　電話　03-5401-3211
社会保険庁ホームページ　http://www.sia.go.jp/

　　

住所変更の手続きはお済みですか
お引っ越しなど移動の多い季節です。住所に変更があった方は、下記まで変更届を提出して
ください。社会保険庁では、４月より被保険者の皆さんへ、保険料納付実績や年金の見込み額
などを記載した「ねんきん定期便」の送付を開始します（以後、毎年誕生月に送付）。届出が済
んでいないと、各種お知らせが届かない場合があります。

国民年金保険料は、退職（失業）による特例免除があります
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難である場合に、申請により保険料
の納付が免除となる場合があります。

平成21年度の国民年金保険料は14,660円となります
平成 21年度の保険料は、250円引き上げられ 14,660円となります。
※保険料の納め忘れがあると、将来受け取る年金が少なくなるだけでなく、年金が受けられ     

　　なくなる場合もあります。保険料は必ず納期内に納めましょう。
平成21年度の年金額について
○老齢基礎年金額（年額）  792,100円（満額）
○障害基礎年金（年額） １級 990,100円

 ２級 792,100円
○遺族基礎年金（年額）  792,100円
○遺族基礎年金の子の加算額（年額）
　・第１子及び第２子  227,900円
　・第３子以降     75,900円
   「ねんきん特別便」年金記録の確認に
   ご協力ください
「ねんきん特別便」を受け取られた方は、年金記録を
確認いただき、「もれ」や「間違い」がない場合も、必ず
回答をお願いします。
まだ届いていないという方は、お手数ですが、基礎
年金番号がわかるものを用意し、問い合わせてください。

ねんきん特別便に関する問い合わせ
ねんきん特別便専用ダイヤル
　電話　0570-058-555
　（IP電話・PHSからは  03-6700-1144）
●受付時間
　・月曜日～金曜日　午前９時～午後８時
　・第２土曜日 　　午前９時～午後５時

【変更届の提出先】
　①自営業などで、国民年金保険料を納めている方（1号被保険者）…… 住民課国保年金係
　②厚生年金・共済組合加入者及びその被扶養配偶者
　　　（２号及び３号被保険者）……厚生年金・共済組合加入者の勤務先
　③年金受給者及び、６０歳以上で年金を受け取られていない方
　　　（裁定請求済みで現在停止になっている方も含む）……住民課国保年金係

○対　　象 申請する年度、または前年度において退職（失業）の事実がある場合
 ※配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合が

あります。
○申請方法 年金手帳（基礎年金番号がわかるもの）・認印・失業していることを確認できる公的

機関の証明の写し（雇用保険受給資格者証や離職票など）を用意し、住民課国保年
金係まで、ご相談ください。
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● INFORMATION　国保だより

70～ 74歳の方の患者負担割合の軽減措置が延長されます
健康保険法の改正により、70～ 74歳の方（※）の患者負担が、平成20年４月から２

割負担となりましたが、平成20年４月から平成21年３月までの１年間は、一部負担金な
どの軽減特例措置により１割負担に据え置かれていました。（※すでに３割負担となっている
方や、障害認定を受けて後期高齢者医療制度の被保険者となった方は除きます。）
今回、この一部負担金などの軽減特例措置がさらに１年間延長され、平成22年３月31
日までの間は、１割負担に据え置かれたままとなります。
新しい高齢受給者証は、３月中に発送しておりますので、ご確認ください。
なお、今回の高齢受給者証は通常の一斉更新の都合上、有効期限は７月３１日までとなっ
ており、８月１日からの証は７月中に発送します。
就学のために転出される方へ　～学生の被保険者証の特例制度について～
就学のために転出される方に、今までの被保険者証がそのまま使用できる学生特例制度が
あります。該当される方は転出の手続きをする際、窓口に申し出てください。
学生特例制度を受けている方で、昨年度に引き続き学生の方は、平成21年度分の在学証
明書、または学生証のコピーを４月末日までに提出してください。
また、卒業などで該当しなくなられた方は、非該当の届け出が必要となります。
国保税のお支払方法について
国保税のお支払いは、平成20年４月から、一定の基準（注）を満たす６５～７４歳の世
帯主の方を対象に、年金からお支払いいただく方法（特別徴収）を採っていましたが、平成
２１年４月からは、「年金からのお支払い」もしくは、「口座振替」のどちらかを選択できる
ようになりました。
なお、｢年金からのお支払い｣ の対象となり「口座振替」を希望される方は、まず各出張所
及び住民課国保年金係で手続きをしていただく必要があります。
（注）「年金からのお支払い」の対象基準　次の①～④のすべてに該当する方が対象となります。
①世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。
②世帯内の国民健康保険の被保険者の方が全員６５～７４歳であること。
③特別徴収の対象となる年金の年額が１８万円以上であること。
④国保税と介護保険料と合わせて年金額の２分の１を超えないこと。

※その他、国民健康保険証や制度について分からないことや、疑問に思うことなど、いつでもご相談
　ください。

国保だより

◆  「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
◆国保税は国保制度の重要な財源です。被保険者の皆様、納め忘れのないようご注意ください。
◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。

法的なトラブルには…島しょ法律相談
　東京都では、島しょに居住される方々が、法的な
トラブルに出会った時のために、電話による弁護士
の無料法律相談を行っています。

　　　　電話 03-5388-2245
　相談時間中は、直接、電話でご相談いただけます
が、相談中の場合もございますので、事前に電話で
ご予約いただくと確実です。
■ 事前予約受付
　・日      時   月～金曜日　午前９時～午後５時
　・申し込み   東京都生活文化スポーツ局

■問い合わせ　住民課国保年金係　内線 235

広報広聴部都民の声課　電話03-5388-2245

■相 談 日  月・水・金曜日
■相談時間 午後１時～４時
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● INFORMATION　税のお知らせ

固定資産税（土地・家屋）の縦覧・閲覧
ご自身の固定資産と比較できるように、他の土地や家屋 ( 土地のみをお持ちの方は土地、家屋のみをお持ちの方は家
屋 ) の価格 ( 評価額 ) をみることができます。

また、課税台帳 ( 納税義務者本人または被相続人および権利を有する土地、家屋 ) の閲覧または、証明（税額は記載
されません）の申請をすることができます。
●申請できる方

申請できる方 必要なもの
①町内に土地や家屋を所有している方 Ⅰ免許証や保険証など本人を確認できるもの（所有者が法人の場合は、さ

らに、申請書に代表者印を押していただくか、お越しの方に委任状が必
要です）

②町内の土地や家屋を有償で借りている方（賃貸借契
約書に賃借人として記載されている方、登記簿に賃
借権等の権利人として記載されている方）

Ⅱ賃貸借契約書（コピー可）又は登記簿謄本（登記簿に賃借権等の権利人
として記載されている方、コピー可）、免許証、保険証など本人を確認
できるもの

※申請の際は、必ず地番や家屋番号を指定してください

③①の方が亡くなられている場合は、その相続人 Ⅲ①の方の除籍謄本（コピー可）とご自身の戸籍謄本（コピー可）などで
相続確認できるもの、免許証、保険証など本人を確認できるもの

④②の方のうち、賃借権等の権利人として登記されて
いて、なおかつ権利人が亡くなられている場合は、
その相続人（賃貸借契約書のみの方は該当しません）

Ⅳ②の方の除籍謄本（コピー可）とご自身の戸籍謄本、保険証、免許証な
ど本人を確認できるもの

※申請の際は、必ず地番や家屋番号を指定してください

⑤①、③の方から委任されている方 Ⅴ①、③の方からの委任状と免許証など本人を確認できるもの
※③の方からの委任状の場合は、さらにⅢに掲げる書類も必要です

⑥②、④の方から委任されている方 Ⅵ②、④の方からの委任状と免許証や保険証など本人を確認できるもの
※②の方からの委任状の場合は、さらに、Ⅱに掲げる書類も必要です
※④の方からの委任状の場合は、さらにⅣに掲げる書類も必要です

⑦所有者など総務省令で定められた固定資産を処分す
る権限を持つ方

Ⅶ裁判所が選任したことを示す書類や商業登記簿などの権利を示す書類が
必要です

⑧民事訴訟費用に関する法律のうち、訴えの提起や、
控訴の提起などの申立てをする方

Ⅷ裁判所に提出する訴状などの関係書類が必要です

［手数料］　●同一所有者で土地３筆又は家屋３筆まで３００円　［場　所］●税務課税務係
■場所　税務課税務係内線２２４
■期間　4月1日（水）～ 6月1日（月）※土・日・祝日を除く午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

●縦覧できる方
縦覧できる方 必要なもの

①平成 21 年１月１日時点で、町内
に課税されている土地や家屋を所
有している方

Ⅰ免許証や保険証など本人を確認できる
もの（所有者が法人の場合は、さらに、
申請書に代表者印を押していただく
か、お越しの方に委任状が必要です）

②①の方が亡くなられている場合は
その相続人

Ⅱ①の方の除籍謄本（コピー可）とご自
身の戸籍謄本（コピー可）などで相続
確認できるもの、免許証や保険証など
の本人を確認できるもの

③①、②の方から委任されている方 Ⅲ①、②の方からの委任状と免許証や保
険証など本人を確認できるもの

※②の方からの委任状の場合は、さらにⅡに掲
げる書類も必要です

［縦覧内容］
●土地　所在・地番・地目・地積・価格
●所在　所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格
［注意事項］
●縦覧帳簿には所有者の名前は記載されていません
ので、必ず地番又は家屋番号を指定してください
●ご自身所有以外の土地や家屋については、所有者
の名前や評価の内容をお知らせすることはできま
せん
●混雑時などにお待ちいただくこともありますので、
ご協力をお願いします

［手数料］　●無料
［場　所］　●税務課税務係

納め忘れはありませんか
　平成 20年度分の町税などが未納の方は、至急納付してください。納付書
を紛失された場合は、再発行します。
　皆さんに納めていただいている税金は、安全で、豊かで便利な生活がおく
れるように社会を支えています。
　町では、税金の未納者に対して財産の差押えを実施しています。差押対象
となる財産は、土地、建物などの不動産のほか預金、給料などの債権です。
　また、国保税を滞納している方には、保険証を返還してもらい、代わりに
資格証明書を交付しています。この場合、医療費は全額自己負担となります
ので、ご注意ください。納税についての相談は、早めに税務課までご連絡く
ださい。

町都民税 ･所得税の確定申告
　平成 20年分の町都民税、所得税の確定申告は、
期限が過ぎています。まだ申告されていない方
は、すみやかに申告を済ませてください。

固定資産税課税明細書の送付
　平成 21年度固定資産税課税明細書は、納税通
知書に同封して５月に送付します。ご自分の固定
資産に相違がないか、確認してください。
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● INFORMATION　環境だより

シリーズ・ワンポイント「管理型最終処分場」
第４回　管理型最終処分場への埋立対象廃棄物
管理型最終処分場への埋立対象廃棄物は、焼却残渣や不燃ごみとなっていますが、大島の管理型最終処
分場に埋め立てる廃棄物は、東京都島嶼町村一部事務組合では８町村での協議により、焼却残渣（焼却灰）
のみに限定しています。平成１９年度の大島の管理型最終処分場への各島別受入量は、八丈町がもっとも
多く 411トン、次に大島町が 403トン、新島村 127トン、神津島村 124トン、三宅村 62トン、御蔵島
村 18トン、利島村 14トン、青ヶ島村 4トンで、全体では、1,163トンになります。
今年度より着工し、平成 23年度に完成予定の八丈島の管理型最終処分場においても、埋立対象廃棄物
は８町村にて協議し決定しますが、もっと燃やすごみを減らして焼却灰を減量すれば、さらに延命化を図
ることができます。
そこで今後、各町村での減量化への取り組みが重要となりますが、八丈町では 4月よりダンボール・新

聞紙・雑誌・雑紙と衣類、てんぷら油の回収を始め、再生事業をスタートしました。この事業は、燃える
ごみの減量を図ることで、八丈町クリーンセンターや管理型最終処分場の延命化に繋がる事業です。みな
さんのご協力をお願いします。

環境だより  ■問い合わせ  住民課環境係　内線 233・234
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● INFORMATION　教育委員会だより／図書館からのお知らせ

教育委員会だより ■問い合わせ　教育課庶務課　電話２－０７９７

教育相談室より
４月２日は「国連世界自閉症啓発デー」。2005
年４月に施行された発達障害者支援法により、発
達障害への理解と支援は国民ひとりひとりの責務
となりましたが、そのことをもっと多くの人々に
知っていただくために、この日から１週間を「発
達障害啓発週間」として、各地で様々な取り組み
が行われます。
対人関係や言葉の発達に遅れがあったり特定の
物事への執着が著しい自閉症や、計算 ･文字の習
得など、ある分野の習得に困難を伴う学習障害
（LD) などを「発達障害」といいます。日常生活や
学校・職場などで当然のこととして求められる行
動や学習の習得などにむずかしさを感じている人
も、周囲の人たちの理解と支援があれば、そうし
た困難を克服し、社会の一員として力を発揮する
ことができるのです。

学校では、特別支援教育の考え方にもとづき、
すべての教員が、児童・生徒ひとりひとりの「困
り感」に寄りそい、その力を引き出す工夫が求め
られています。「こんな時、どうしたらいいのだろ
う？」と悩む先生方にぜひ見ていただきたいHP
があります。国立の研究機関が運営する発達障害
教育情報センターでは、教員向けの研修講義を動
画で配信しています。「ちょっと気になるが出発点」
「教室の中の気になる子どもたち」「先生と保護者
の関係づくり」など７つのテーマを、それぞれ 15
～ 20分で受講することができます。
日ごろ、子どもたちに接しながら、行き詰まり
を感じることも多いのではないでしょうか。そん
なとき、知恵と元気を与えてくれるヒントが得ら
れるかもしれません。また、広く一般の方々にも
見ていただき、発達障害と特別支援について理解
を深めていただければ、たいへんありがたいこと
です。　　　　　　　　　（教育相談員　伊藤　宏）

八丈町教育相談室 毎週火・金曜日　午前８時３０分～午後５時
 電話・ＦＡＸ　２ー０５９１　 　E-mail soudanhachijo@ybb.ne.jp

■問い合わせ　教育課生涯学習係　電話　2-0797

●新着図書ピックアップ 
『喋々喃々』小川糸／著　
『日本から水がなくなる日』俊成正樹／著
『ばばばあちゃんのなんでもおこのみやき』 さとうわきこ／作
『よぞらをみあげて』ジョナサン・ビーン／作
＊八丈町ホームページにも新着図書情報があります＊

●今月のおはなし会　１1日（土）
　１4時～１5時　こどものほんのへや
　 ※時間が変更になりました。
●休館日　毎週月曜日　
 29 日（水・昭和の日）
 30 日（木・館内整理日）
●開館時間　午前 9時 30分～午後 5時

●カウンターより　～ 4月は本・図書館の記念日がいっぱい！～
　　2日　国際子供の本の日（作家・アンデルセンの誕生日）
　２３日　子ども読書の日、サン・ジョルディの日（本をプレゼントしあう日。スペインが発祥）
　２７日　 帝国図書館（現国立国会図書館）開館
　３０日　 図書館記念日（図書館法が公布された日）
　４月２３日～５月１２日　こどもの読書週間　

今月の学校行事

5日（日） 春季休業日終わり
6日（月） 始業式

6日（月） 入学式
24日（金） 遠足　大賀郷小
28日（火） 遠足　三原小

7日（火） 入学式
17日（金）～21日（火） 修学旅行　三原中
20日（月）～24日（金） 修学旅行　大賀郷中
22日（水）～26日（日） 修学旅行　富士中

小・中学校 中学校

小学校

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
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● INFORMATION　母子保健／ファミリーサポート／子ども家庭支援センター／予防接種
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● INFORMATION　長寿医療制度／高齢者実態把握調査

長寿医療制度のお知らせ
平成21年度保険料の納付について
平成21年度の保険料は、原則として4月支給分の年金から引き落としが始まります。
○引き落とし額
・平成21年2月の年金から引き落としが始まっている方 … 2月分と同額
・4月から初めて保険料が引き落とされる方 … 平成 19年中の所得に基づき保険料額を算定
   （年金の年間支払回数6で割った金額が基本）
新たに被保険者となる方や、平成20年度中に転居や保険料の変更などがあった方は、原則と
して平成21年 10月の年金から保険料の引き落としが始まります。それまでは、納付書または
口座振替により保険料を納めていただきます。
なお、口座振替への変更を希望される方は、健康課高齢福祉係にご相談ください。

高齢者実態把握調査にご協力をお願いします
この調査は、在宅における65歳以上の方の生活の実態などを把握し、在宅支援に向けた施策
を検討するために利用されます。
今月から、ご家庭へ民生委員が訪問し、調査を行います。なお、本調査において知り得た事柄
については、厳重に取り扱います。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

■問い合わせ　健康課高齢福祉係　電話　2-5570

平成 21年度保険料の軽減について

■問い合わせ
○制度について…広域連合お問合せセンター 
　電話 0570-086-519　　FAX 0570-086-075
　（PHS、IP電話の方は 03-3222-4499へ）
　※土曜日、日曜日、祝日を除く 9時から 17時まで
○個別のご相談 ･個人情報を含むことは…
　健康課高齢福祉係　電話　2-5570

【均等割額の軽減】
同一世帯の世帯主及び被保険者の方全員の所得
の合計額が基準を超えない場合、軽減が次の表の
とおり適用されます。

基準額（総所得金額等） 軽減割合

33万円 7割軽減

9割軽減

33万円＋24.5 万円×被保険者数
（被保険者である世帯主を除く） 5割軽減

33万円＋35万円×被保険者数 2割軽減

20年度中の均等割額が 8.5割軽減だった方で
所得が変わらない場合、21年度は 7割軽減また
は 9割軽減のどちらかに変わります

うち長寿医療制度の被保険
者全員が年金収入80万円
以下（その他の所得がない）

【所得割額の軽減】
　被保険者の方の所得が基準に該当する場合は、
次の軽減が適用されます。

賦課のもととなる所得金額  ※旧ただし書き所得
（年金収入のみの場合） 軽減割合

15万円（年金収入168万円）まで 全額

20万円（年金収入173万円）まで 75％

58万円（年金収入211万円）まで 50％

【被扶養者だった方の保険料の特例】
制度加入の直前まで会社などの健康保険（国保・
国保組合は除く）の被扶養者として、ご自分で保
険料を払っていなかった方は、２年間所得割額が
無料（全額軽減）となります。また、平成 22年
3月までの均等割額が 9割軽減されます
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● INFORMATION　定額給付金／ 2月の主な会議

給付対象者
定額給付金の給付対象者は、平成 21年２月１日（以下「基準日」といいます）現在で八丈町の住民
基本台帳に記録されている方及び八丈町の外国人登録原票に登録（短期滞在などは除きます）されて
いる方となります。給付額は次のとおりです。

給付額
65 歳以上、もしくは 18歳以下の方（※）　　：1人当たり 20,000 円
※それぞれ、昭和19 年２月２日以前に出生した方、平成２年２月２日以降に出生した方が該当します

上記以外の方　　　　　　　　　　　　　　　：1人当たり 12,000 円
※定額給付金の申請を行い、給付を受けるのは、原則として基準日現在での世帯の世帯主となります。

申請受付日程

臨時受付
日　時　４月11日（土）・12日（日）
　　　　午前９時～午後７時
場　所　各地域公民館（大賀郷地域は町役場）

通常受付

日　時　４月13日（月）～10月13日（火）
　　　　午前９時～午後５時（土、日、祝祭日を除く）
場　所　町役場（※）・各出張所
　　※４月13日（月）から17日（金）の町役場受付は、
　　　午前９時～午後８時となります。

給付スケジュール（予定）

○申請書発送日　４月７日（火）

○申請受付開始日４月 11日（土）

○支給開始　　　４月中旬

○申請期限　　　10月13日（火）

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 2月の主な会議❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
日 会議名 議題等

2日 庁議 平成 21年度勤務時間等について　ほか

5日 第一回八丈町議会臨時会 八丈町副町長の選任の同意について　ほか

5日 八丈町議会議員全員協議会 八丈町新庁舎建設について　ほか

10日 課長連絡会議 定額給付金事務（案）について　ほか

12日 平成 20年度八丈町教育委員会
第 11回定例会 八丈町教育委員会の権限委任に関する規則の一部を改正する規則　ほか

20日 課長連絡会議 八丈町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例について　ほか

23日 八丈町議会議員全員協議会 平成 21年度事業計画について　ほか

24日 八丈町農業委員会第 11回総会 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について　ほか

定額給付金についてのお知らせ

申請方法
申請書に必要事項を記入して、町役場及び各出張所に提出していください。
申請書を提出される際は、次の書類をご持参ください。

・申請者または代理人の公的身分証明書（保険証、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等）
・振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳やキャッシュカード

振り込め詐欺にご注意ください
申請において不明な点があった場合、町から問い合わせを行うことがありますが、ＡＴＭ（現金自
動預払機）の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にあ
りません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに町の窓口、または警察にご連絡ください。

■問い合わせ　企画財政課企画情報係　内線３０１
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　● INFORMATION　子育て応援特別手当／妊婦健康診査

子育て応援特別手当のお知らせ
　幼児教育期の子育ての負担に配慮する観点から、対象となる世帯に支給されます。
　給付スケジュール（予定）、申請受付日程、申請方法等については「定額給付金」と同様です。

平成２１年２月１日において、下記『支給対象となる子』の属する世帯の世帯主であって、次の要件（※）
のいずれかに該当する方

　下記『支給対象となる子』１人につき３万６千円

３歳以上１８歳以下（※１）の子が２人以上いる世帯の、就学前
の３学年（※２）にある第２子以降の子が次の要件のいずれかに該
当する場合
　
　要件　①八丈町の住民基本台帳に記録されている方
　　　　②八丈町の外国人登録原票に登録されている方のうち次に掲げる方
　　　　　  ・日本との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者
　　　　　  ・出入国管理及び難民認定法に定める在留資格を有して在留する方

■お問い合わせ先　住民課厚生係　内線２３１

支給対象者

支給額

支給例

支給対象となる子 ※１：平成２年４月２日から
　　　平成１７年４月１日生まれ
※２：平成１４年４月２日から
　　　平成１７年４月１日生まれ

●対　象　
次の要件のすべてを満たしている方
・妊婦健診受診日に八丈町に住民票がある方
・八丈町の未使用の受診票を持っている方
・都外医療機関や助産所において自費で妊婦健診を
受診している方

●申請期限　　
妊婦健診受診日から１年以内

●申請に必要なもの
・母子手帳
・東京都外の医療機関又は助産所が発行した
受診時の領収証
・未使用の受診票
・印鑑
・振込先の金融機関がわかるもの

●限度額　　
妊婦健康診査について　
1 回目が 8,500 円、2回目～ 14回目が各 5,000 円
妊婦超音波検査受診票（35歳以上）5,300 円

里帰りなどの妊婦健康診査受診費を補助します
八丈町では、平成２１年２月１日から里帰りなどに伴う、都外医療機関や助産所で受診した妊
婦健康診査の費用を補助しています。※対象となる方には、母子手帳交付時にご案内いたします。

■問い合わせ　健康課保健係　電話 2-5570

Ａさんへの子育て応援特別手当
　　　3.6 万円×2人=　7.2 万円

Ｂさんへの子育て応援特別手当
　　　3.6 万円×1人=　3.6 万円
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● INFORMATION　妊婦健康診査受診票／児童福祉制度
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　● INFORMATION　障害者巡回相談／犬の登録・注射／犬の散歩マナー
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● INFORMATION　臨時職員登録／人材育成事業／地域振興補助事業
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● INFORMATION　口座振替／特定住宅瑕疵担保責任／生鮮食料品価格／表示登記／町立保育園
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● INFORMATION　英会話教室／敬老会／あしたばまつり／フットサル／松の苗木無料配布
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● INFORMATION　おじゃれ 11万人／航路ダイヤ



SCHEDULE
2009 4月

三　 根
公民館

大賀郷
公民館

樫　 立
公民館

中之郷
公民館

末　 吉
公民館

八丈町保健
福祉センター

町　 立
八丈病院 保健所 坂上老人

福 祉 館

町 立 病 院
臨 時 診 療 日（受付時間  受付時間  / 8：00～ 11：00）

八丈町役場　出張所 /三根 : 2-0349　樫立 : 7-0003　中之郷 : 7-0002　末吉 : 8-1003 100％再生紙を使用しています   

4月のゴミ分別回収

温泉休業日  

日 月 火 水 木 金 土
1
資源
古着

2 3

燃 害

4

5 6

金属
7

燃 害

8

資源
9

びん
10

燃 害

11

12 13

金属
14

燃 害

15

資源
16 17

燃 害

18

19 20

金属
21

燃 害

22

資源
23 24

燃 害

25

26 27

金属
28

燃 害

29

資源
30

日 月 火 水 木 金 土
1 2

燃 害

3

金属
4

5 6

燃 害

7
資源
古着

8 9

燃 害

10

金属
11

12 13

燃 害

14

資源
15 16

燃 害

17

金属
18

19 20

燃 害

21

資源
22 23

燃 害

24

金属
25

26 27

燃 害

28

資源
29 30

燃 害

日 月 火 水 木 金 土
1
資源
古着

2

燃 害

3

金属
4

5 6

燃 害

7 8

資源
9

燃 害

10

金属
11

12 13

燃 害

14 15

資源
16

燃 害

17

金属
18

19 20

燃 害

21 22

資源
23

燃 害

24

金属
25

26 27

燃 害

28 29

資源
30

燃 害

三　　根 大　賀　郷 樫立･中之郷･末吉

･･･燃えるゴミ びん ･･･空きびん 資源 ･･･資源ゴミ ･･･有害ゴミ 金属 ･･･金属ゴミ 古着 ･･･古着

三 大 樫 中 末 保保福 町病 上老

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 20日（月）～ 24日（木）   9:00～
糖尿病教室 17日（金） 13:30～
※初めて町立八丈病院にかかる方は、
　午前 8：30からの受付になります。

休　業　日
ふれあいの湯 6日（月）、13日（月）、20日（月）、27日（月）

みはらしの湯 7日（火）、14日（火）、21日（火）、28日（火）

ザ ･ＢＯＯＮ 1日（水）、8日（水）、15日（水）、22日（水）

やすらぎの湯 2日（木）、9日（木）、16日（木）、23日（木）、30日（木）

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

 高齢者健康教室
10:00~12:00

4

5 6

 小学校入学式
 図書館休館日
 コミュニティセンター休館日

7

 中学校入学式
 高齢者健康教室

10:00~12:00

8

 4歳児歯科健診
  9:15~10:00

9 10

 両親学級 1回目
13:30~15:30

11

 おはなし会
 14:00~15:00
 八丈町立図書館

12 13
 図書館休館日
 コミュニティセンター休館日

14
 1歳 6か月健診

13:15~13:45

 子ども心理相談
 9:00~14:00

15 16
 高齢者健康教室

10:00~12:00

17
 両親学級 2回目

 10:30~12:30

18

19 20

 図書館休館日
 コミュニティセンター休館日

21

 3~4か月乳児健診
13:15~13:45

22 23

 両親学級 3回目
13:30~15:30

24

 すくすく相談
  9:30~11:30

25

26 27

 図書館休館日
 コミュニティセンター休館日

28 29

 昭和の日
 図書館休館日

30

 両親学級 4回目
 13:30~15:30

 図書館休館日

保福

保福

保福 保福

保福

保福

保福 保福

末

樫

保福

びん びん

春の交通安全運動　6日（月）～ 15日（水）　「やさしさが　走るこの街　この道路」

春の交通安全運動　6日（月）～ 15日（水）

三


